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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電気部品が収容されると共に、第２電気部品上に配設されるソケット本体を有し、
該ソケット本体に上下方向に配設されたコンタクトピンを介して前記第１電気部品と前記
第２電気部品とが互いに電気的に接続される電気部品用ソケットであって、
　前記コンタクトピンは、前記第１電気部品に接触して電気的に導通する上側接触部と、
前記第２電気部品表面に接触して電気的に導通する下側接触部と、前記下側接触部と前記
上側接触部との間に位置するばね部と、前記ばね部の上方から突出した上側係止部と、前
記ソケット本体に係止して前記下側接触部が前記ソケット本体の下面から下方へ突出する
量を規制する下側係止部とが、１枚の板材から一体に形成されて、該ばね部が弾性変形す
ることによって上下方向の弾性力を発生するように構成され、
　前記下側接触部は、前記板材における下端部を一方の板面側に丸めて幅を狭めるととも
に最下端を平らにして形成されるとともに、
　前記下側係止部は、前記板材における前記下側接触部の直上に水平横断面形状がコの字
形状で前記一方の板面側に向けて形成され、
　前記ソケット本体には、前記コンタクトピンの前記ばね部より下方にベース部材が設け
られるとともに上方にプリロード部が設けられ、
　前記ソケット本体が前記第２電気部品上に配設されていない状態では、前記下側係止部
が前記ベース部材の上面に係止して前記下側接触部が前記ベース部材の貫通孔に遊挿され
て突出し、
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　前記ソケット本体が前記第２電気部品上に配設されると、前記コンタクトピンの前記下
側接触部が前記第２電気部品に押し上げられて、前記上側係止部が前記プリロード部の下
面に係止して当該コンタクトピンの前記ばね部が弾性変形することにより、前記コンタク
トピンの前記下側接触部から前記第２電気部品に予圧が生じるように構成されていること
を特徴とする電気部品用ソケット。
【請求項２】
　前記ソケット本体は、前記第２電気部品上に配設されるユニット本体と、前記第１電気
部品が収容され、前記ユニット本体の上方に上下動自在に支持されたフローティングプレ
ートとを備え、
　前記コンタクトピンには、水平方向に突出した上側係止部が設けられ、
　前記フローティングプレートが下降していない状態では、前記コンタクトピンの前記上
側係止部が前記プリロード部に係止することにより、前記コンタクトピンの前記上側接触
部の上方への移動が規制されていると共に、前記フローティングプレートが前記第１電気
部品と共に下降すると、前記コンタクトピンの前記上側接触部が前記第１電気部品に押し
下げられて当該コンタクトピンの前記ばね部が弾性変形するように構成されていることを
特徴とする請求項１に記載の電気部品用ソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、第１電気部品が収容されると共に、第２電気部品上に配設されるソケット
本体を有し、このソケット本体に上下方向に配設されたコンタクトピンを介して第１電気
部品と第２電気部品とが互いに電気的に接続される電気部品用ソケットに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、この種の電気部品用ソケットとしては、例えば半導体装置（以下「ＩＣパッ
ケージ」という）のバーンイン試験等の性能試験を行うものとして、特許文献１に記載さ
れたようなＩＣソケットがある。
【０００３】
　このＩＣソケットにおいて、ソケット本体は、第２電気部品である配線基板上に配設さ
れるユニット本体と、第１電気部品であるＩＣパッケージが収容され、ユニット本体の上
方に上下動自在に支持されたフローティングプレートとを備えている。また、コンタクト
ピンは、ＩＣパッケージに電気的に導通する上側接触部と、配線基板に電気的に導通する
下側接触部と、下側接触部と上側接触部との間に位置するばね部とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５４２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような従来のものにあっては、次のような課題があった。
【０００６】
　第１に、配線基板に反りがあると、この配線基板上にＩＣソケットが配設されたとき、
コンタクトピンの下側接触部を持ち上げる力が局所的にしか発生しないため、コンタクト
ピンが複数ある場合に、下側接触部が配線基板に接触しないコンタクトピンが生じる恐れ
がある。これに加えて、配線基板に反りがあると、コンタクトピンの下側接触部と配線基
板との間に塵埃が入り込み、ＩＣパッケージの性能試験を行う際に両者間の接触が不完全
になる恐れがある。
【０００７】
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　第２に、コンタクトピンの上側接触部とＩＣパッケージとの間の接圧をコンタクトピン
のばね部の弾性力、すなわちコンタクトピンの収縮に頼って発生させているため、この接
圧を確保するためには、フローティングプレートの上下方向のストロークをある程度長く
しなければならない。したがって、ＩＣソケット全体の低背化の妨げとなる。
【０００８】
　そこで、この発明は、これらの課題を解決することが可能な電気部品用ソケットを提供
することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
  かかる課題を達成するために、請求項１に記載の発明は、第１電気部品が収容されると
共に、第２電気部品上に配設されるソケット本体を有し、該ソケット本体に上下方向に配
設されたコンタクトピンを介して前記第１電気部品と前記第２電気部品とが互いに電気的
に接続される電気部品用ソケットであって、前記コンタクトピンは、前記第１電気部品に
接触して電気的に導通する上側接触部と、前記第２電気部品表面に接触して電気的に導通
する下側接触部と、前記下側接触部と前記上側接触部との間に位置するばね部と、前記ば
ね部の上方から突出した上側係止部と、前記ソケット本体に係止して前記下側接触部が前
記ソケット本体の下面から下方へ突出する量を規制する下側係止部とが、１枚の板材から
一体に形成されて、該ばね部が弾性変形することによって上下方向の弾性力を発生するよ
うに構成され、前記下側接触部は、前記板材における下端部を一方の板面側に丸めて幅を
狭めるとともに最下端を平らにして形成されるとともに、前記下側係止部は、前記板材に
おける前記下側接触部の直上に水平横断面形状がコの字形状で前記一方の板面側に向けて
形成され、前記ソケット本体には、前記コンタクトピンの前記ばね部より下方にベース部
材が設けられるとともに上方にプリロード部が設けられ、前記ソケット本体が前記第２電
気部品上に配設されていない状態では、前記下側係止部が前記ベース部材の上面に係止し
て前記下側接触部が前記ベース部材の貫通孔に遊挿されて突出し、前記ソケット本体が前
記第２電気部品上に配設されると、前記コンタクトピンの前記下側接触部が前記第２電気
部品に押し上げられて、前記上側係止部が前記プリロード部の下面に係止して当該コンタ
クトピンの前記ばね部が弾性変形することにより、前記コンタクトピンの前記下側接触部
から前記第２電気部品に予圧が生じるように構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　さらに、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の構成に加え、前記ソケッ
ト本体は、前記第２電気部品上に配設されるユニット本体と、前記第１電気部品が収容さ
れ、前記ユニット本体の上方に上下動自在に支持されたフローティングプレートとを備え
、前記コンタクトピンには、水平方向に突出した上側係止部が設けられ、前記フローティ
ングプレートが下降していない状態では、前記コンタクトピンの前記上側係止部が前記プ
リロード部に係止することにより、前記コンタクトピンの前記上側接触部の上方への移動
が規制されていると共に、前記フローティングプレートが前記第１電気部品と共に下降す
ると、前記コンタクトピンの前記上側接触部が前記第１電気部品に押し下げられて当該コ
ンタクトピンの前記ばね部が弾性変形するように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、ソケット本体に第１電気部品が収容される前に、コン
タクトピンのばね部の弾性力を利用して、コンタクトピンの下側接触部から第２電気部品
に予圧（以下「プリロード」という）を付与することができる。
【００１３】
　その結果、第２電気部品に反りがあっても、コンタクトピンが複数ある場合に、すべて
のコンタクトピンにおいて、その下側接触部を第２電気部品に接触させることができる。
これに加えて、第２電気部品に反りがあっても、コンタクトピンの下側接触部と第２電気
部品との間に塵埃が入り込んで両者間の接触が不完全になる事態の発生を防ぐことができ
る。また、フローティングプレートの上下方向のストロークが短くても、コンタクトピン
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の上側接触部と第１電気部品との間の接圧およびコンタクトピンの下側接触部と第２電気
部品との間の接圧を確保できるので、ＩＣソケット全体の低背化が可能となる。
【００１４】
　しかも、コンタクトピンが１部品からなるため、コンタクトピンの部品点数の減少によ
り、ＩＣソケットの製造コストを削減することが可能となる。
【００１５】
　また、請求項２に記載の発明によれば、コンタクトピンに所定の下側係止部が設けられ
ているため、コンタクトピンの下側接触部がソケット本体の下面から下方へ突出し過ぎる
のを防ぐことができる。その結果、ソケット本体が第２電気部品上に装着されたときに、
コンタクトピンの下側接触部が損傷を受ける事態の発生を未然に防止することが可能とな
る。
【００１６】
　さらに、請求項３に記載の発明によれば、コンタクトピンに所定の上側係止部が設けら
れているため、ソケット本体が第２電気部品上に装着されてコンタクトピンの下側接触部
が上昇しても、コンタクトピンの上側係止部が上昇するのを防ぐことができる。その結果
、コンタクトピンの弾性力を確保することができ、上述したプリロード付与動作を容易に
実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の実施の形態に係るＩＣソケットを示す斜視図であって、（ａ）は開閉
体が開いた状態、（ｂ）は開閉体が閉じた状態を示す。
【図２】同実施の形態に係るＩＣソケットを示す平面図である。
【図３】同実施の形態に係るＩＣソケットのコンタクトピンの配設状態を示す縦断面図で
ある。
【図４】同実施の形態に係るコンタクトピン単体の斜視図である。
【図５】同実施の形態に係るＩＣソケットの使用方法を示す断面図であって、（ａ）はＩ
Ｃソケットが配線基板上に配設されていない状態図、（ｂ）はＩＣソケットが配線基板上
に配設された状態図、（ｃ）はさらにフローティングプレートがＩＣパッケージと共に下
降した状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、この発明の実施の形態について説明する。
【００１９】
　図１乃至図５には、この発明の実施の形態を示す。
【００２０】
　まず、構成を説明すると、図中符号１１は、「電気部品用ソケット」としてのＩＣソケ
ットで、このＩＣソケット１１は、「第１電気部品」としてのＩＣパッケージ１２（図５
参照）の性能試験を行うために、このＩＣパッケージ１２の半球状の半田ボール１２ｂと
、「第２電気部品」としての測定器（テスター）の配線基板１０（図３参照）との電気的
接続を図るものである。
【００２１】
　ここでのＩＣパッケージ１２は、図５（ｃ）に示すように、略正方形のパッケージ本体
１２ａの底面に多数の半田ボール１２ｂがマトリックス状に配列されたＢＧＡ（Ball Gri
d Array）タイプのものである。なお、半田ボール１２ｂの代わりに、平面電極パッドを
格子状に並べたＬＧＡ（Land Grid Array）タイプのＩＣパッケージ（図示せず）であっ
てもよい。
【００２２】
　一方、ＩＣソケット１１は、図１乃至図３に示すように、配線基板１０上に装着される
合成樹脂製のソケット本体１３を有している。このソケット本体１３には、ＩＣパッケー
ジ１２を押圧する一対の開閉体１４、１５が配設されていると共に、これらの開閉体１４



(5) JP 6372997 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

、１５を開閉させるための四角枠形状の操作部材１６が設けられている。
【００２３】
　ソケット本体１３において、四角形の枠形状の外枠１８内には、コンタクトピンユニッ
ト１９が配設されている。
【００２４】
　このコンタクトピンユニット１９は、図３乃至図５に示すように、複数の板状のコンタ
クトピン２０が配設されたユニット本体２１と、このユニット本体２１の上側に上下動自
在に配設されてＩＣパッケージ１２が収容されるフローティングプレート２２と、フロー
ティングプレート２２を上方に付勢するコイルスプリング（図示せず）とを有している。
【００２５】
　ユニット本体２１は、図３に示すように、配線基板１０上に配設される略平板状のベー
ス部材１７と、このベース部材１７に複数の支柱２５および皿ねじ２６を介して固定され
、フローティングプレート２２の下方に位置する「プリロード部」としての略平板状のプ
リロードプレート２３と、これらベース部材１７、プリロードプレート２３間に位置し、
コンタクトピン２０の弾性変形に合わせて水平方向に移動自在に支持された略平板状の仕
切板２４とを有している。
【００２６】
　フローティングプレート２２は、図３に示すように、コンタクトピン２０が挿通される
貫通孔２２ａが多数形成されると共に、図１乃至図３に示すように、ＩＣパッケージ１２
の各角隅部をガイドするガイド部２２ｂが形成されている。さらに、フローティングプレ
ート２２は、図２，図３に示すように、ＩＣパッケージ１２の周縁部１２ｃが収容される
収容部２２ｃを有している。
【００２７】
　開閉体１４、１５は、それぞれ、図１、図２に示すように、ソケット本体１３にリンク
機構３０を介して開閉自在に設けられた押圧部材３２を有している。また、開閉体１５の
上面には、ヒートシンク３３が設けられている。そして、操作部材１６が最下位に位置し
ているときは、開閉体１４、１５及びヒートシンク３３が開いた状態となっており（図１
（ａ）参照）、この状態から操作部材１６を上昇させて最上位に位置決めすると、リンク
機構３０が作動して、開閉体１４、１５及びヒートシンク３３が閉じた状態となる（図１
（ｂ）参照）。
【００２８】
　コンタクトピン２０は、導電性に優れた金属板材（例えば、ベリリウム銅）をプレス加
工して形成され、図３に示すように、ベース部材１７、仕切板２４、プリロードプレート
２３及びフローティングプレート２２に跨って挿通されて狭ピッチで配設されている。コ
ンタクトピン２０は、図４に単体で示すように、直線状に形成された下側直線部２０ａと
、この下側直線部２０ａの下端部の幅を狭めて形成された下側接触部２０ｂと、下側直線
部２０ａよりも上方に延設されて、浅い円弧状に湾曲したばね部２０ｃと、このばね部２
０ｃの上端から上方に延びる上側直線部２０ｄと、コンタクトピン２０の最上部に位置し
てＩＣパッケージ１２の半田ボール１２ｂに接触する上側接触部２０ｅとを有している。
【００２９】
　下側直線部２０ａには、図４に示すように、下側接触部２０ｂの上方に、水平横断面形
状がコの字形状の下側係止部２０ｆが形成されている。一方、上側直線部２０ｄの下部に
は、水平方向に突出した上側係止部２０ｇが形成されている。
【００３０】
　ばね部２０ｃは、所定の弾性力が得られるように湾曲させたものであり、コンタクトピ
ン２０に軸方向への押圧力が加わった際に、湾曲半径が小さくなる状態に弾性変形し、コ
ンタクトピン２０の全長を短くすると同時に、コンタクトピン２０を上方に伸ばそうとす
る反力を生じさせる。多数のコンタクトピン２０は、ばね部２０ｃが全て同一方向を向く
ように仕切板２４の貫通孔２４ａに遊挿されている。
【００３１】
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　上側接触部２０ｅは、例えば、上側直線部２０ｄの上端部をＴ字状に形成し、その横帯
部分を丸めて冠状（略円筒状）に形成することによって得られる。そして、その冠状の上
縁部には、複数の接触突起２０ｈが略環状に等間隔で配置・形成されている。
【００３２】
　そして、このコンタクトピン２０は、図５（ａ）に示すように、下側係止部２０ｆがベ
ース部材１７の上面１７ａに係止することにより、下側接触部２０ｂがベース部材１７の
貫通孔１７ｃに遊挿されてベース部材１７の下面１７ｂから下方へ所定の突出量（配線基
板１０に通常発生すると予想される反りによる凹みより大きい突出量）Ｌ１だけ突出して
いると共に、上側係止部２０ｇがプリロードプレート２３の下面２３ａに係止することに
より、上側直線部２０ｄがプリロードプレート２３の貫通孔２３ｂに遊挿されると共に、
上側接触部２０ｅがフローティングプレート２２の貫通孔２２ａにほぼ収納された状態と
なっている。
【００３３】
　次に、かかるＩＣソケット１１の使用方法について、図５を用いて説明する。
【００３４】
　まず、配線基板１０上にＩＣソケット１１を配設する。すると、コンタクトピン２０は
、図５（ｂ）に示すように、下側接触部２０ｂが配線基板１０に押し上げられる形で、ば
ね部２０ｃの弾性力に抗して上昇する。このとき、コンタクトピン２０のばね部２０ｃよ
り上方にプリロードプレート２３が設けられているため、コンタクトピン２０のばね部２
０ｃが縮むように弾性変形する。その結果、コンタクトピン２０ごとに独立して、コンタ
クトピン２０の下側接触部２０ｂから配線基板１０にプリロードが生じる。
【００３５】
　次に、このＩＣソケット１１にＩＣパッケージ１２を収容する。それには、まず、操作
部材１６を図示省略のスプリングの付勢力に抗して最下位まで下降させて、開閉体１４、
１５を開く。この状態では、図５（ｂ）に示すように、コイルスプリングの付勢力により
、フローティングプレート２２が最上位に位置決めされている。
【００３６】
　続いて、図示省略の自動機でＩＣパッケージ１２を搬送してＩＣソケット１１上に着座
させる。すると、フローティングプレート２２の収容部２２ｃにＩＣパッケージ１２の周
縁部が収容される。この収容時には、ＩＣパッケージ１２は、フローティングプレート２
２のガイド部２２ｂにより所定の位置に案内される。その結果、ＩＣパッケージ１２の半
田ボール１２ｂは、図５（ｂ）に想像線で示すように、コンタクトピン２０の上側接触部
２０ｅの真上に位置する。
【００３７】
　次いで、操作部材１６を上昇させて最上位に位置決めすることにより、開閉体１４、１
５を閉じる。すると、押圧部材３２によって、ＩＣパッケージ１２が下方に押圧され、そ
の結果、フローティングプレート２２がコイルスプリングの付勢力に抗して下方に押し下
げられる。
【００３８】
　これにより、コンタクトピン２０の上側接触部２０ｅがＩＣパッケージ１２の半田ボー
ル１２ｂに当接する。そして、フローティングプレート２２がさらに押し下げられると、
図５（ｃ）に示すように、ばね部２０ｃが弾性変形して弾性力が発生するようになる。そ
の結果、コンタクトピン２０は、上側接触部２０ｅがＩＣパッケージ１２の半田ボール１
２ｂに所定の接圧で接触すると共に、下側接触部２０ｂが配線基板１０に同じ接圧で接触
するようになる。
【００３９】
　この状態で、ＩＣパッケージ１２に電流を流してバーンイン試験等を行う。この際、Ｉ
Ｃパッケージ１２で発生する熱は、このＩＣパッケージ１２に接触しているヒートシンク
３３から放熱される。また、複数のコンタクトピン２０のばね部２０ｃは、仕切板２４の
貫通孔２４ａに遊挿されることにより、弾性変形に応じて水平方向に移動しつつ、互いの
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短絡を防ぐことができる。これらの結果、バーンイン試験等を短時間で正確に実行するこ
とが可能となる。
【００４０】
　このように、上記実施の形態では、コンタクトピン２０のばね部２０ｃより上方にプリ
ロードプレート２３が設けられているため、ＩＣソケット１１にＩＣパッケージ１２が収
容される前に、コンタクトピン２０ごとに独立して、コンタクトピン２０のばね部２０ｃ
の弾性力を利用して、コンタクトピン２０の下側接触部２０ｂから配線基板１０にプリロ
ードを付与することができる。
【００４１】
　その結果、配線基板１０に反りがあっても、その反りによる凹みが下側接触部２０ｂの
突出量Ｌ１（図５（ａ）参照）を超えるという異常事態が起きない限り、すべてのコンタ
クトピン２０において、その下側接触部２０ｂを配線基板１０に接触させることができる
。これに加えて、配線基板１０に反りがあっても、コンタクトピン２０の下側接触部２０
ｂと配線基板１０との間に塵埃が入り込んで両者間の接触が不完全になる事態の発生を防
ぐことができる。また、フローティングプレート２２の上下方向のストロークが短くても
、コンタクトピン２０の上側接触部２０ｅとＩＣパッケージ１２の半田ボール１２ｂとの
間の接圧およびコンタクトピン２０の下側接触部２０ｂと配線基板１０との間の接圧を確
保できるので、ＩＣソケット１１全体の低背化が可能となる。
【００４２】
　しかも、コンタクトピン２０は、上述したとおり、上側接触部２０ｅ、下側接触部２０
ｂ、ばね部２０ｃ等が一体に形成されたもの（つまり、１部品からなるコンタクトピン）
であるため、上下一対のプランジャーがスプリングを介して上下動自在に保持されたコン
タクトピン（つまり、３部品からなる、いわゆるプローブピン）等に比べて、コンタクト
ピン２０の部品点数を減らすことができ、ひいてはＩＣソケット１１の製造コストを削減
することが可能となる。
【００４３】
　また、このＩＣソケット１１は、コンタクトピン２０に所定の下側係止部２０ｆが設け
られているため、コンタクトピン２０の下側接触部２０ｂがベース部材１７の下面１７ｂ
（ソケット本体１３の下面）から下方へ突出し過ぎるのを防ぐことができる。その結果、
ソケット本体１３が配線基板１０上に装着されたときに、コンタクトピン２０の下側接触
部２０ｂが損傷を受ける事態の発生を未然に防止することが可能となる。
【００４４】
　さらに、このＩＣソケット１１は、コンタクトピン２０に所定の上側係止部２０ｆが設
けられているため、ソケット本体１３が配線基板１０上に装着されてコンタクトピン２０
の下側接触部２０ｂが上昇しても、コンタクトピン２０の上側接触部２０ｅが上昇するの
を防ぐことができる。その結果、コンタクトピン２０の弾性力を確保することができ、上
述したプリロード付与動作を容易に実現することができる。
【００４５】
　なお、上記実施の形態では、フローティングプレート２２を備えたＩＣソケット１１に
ついて説明したが、フローティングプレート２２を備えていないＩＣソケット１１にもこ
の発明を同様に適用することができる。
【００４６】
　また、上記実施の形態では、プリロード部として略平板状のプリロードプレート２３を
備えたＩＣソケット１１について説明したが、プリロードプレート２３以外のプリロード
部を代用することもできる。
【００４７】
　また、上記実施の形態では、コンタクトピン２０のばね部２０ｃを湾曲形状としたが、
このばね部２０ｃは、弾性変形することによって上下方向の弾性力を発生するものである
限り、どのような形状であっても構わない。
【００４８】
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　さらに、上記実施の形態では、「電気部品用ソケット」としてＩＣソケット１１にこの
発明を適用したが、これに限らず、他の装置にも適用できることは勿論である。
【符号の説明】
【００４９】
　10　配線基板（第２電気部品）
　11　ＩＣソケット（電気部品用ソケット）
　12　ＩＣパッケージ（第１電気部品）
　12b 半田ボール
　13　ソケット本体
　17　ベース部材
　17b 下面
　20　コンタクトピン
　20b 下側接触部
　20c ばね部
　20e 上側接触部
　20f 下側係止部
　20g 上側係止部
　21　ユニット本体
　22　フローティングプレート
　23　プリロードプレート（プリロード部）
　24　仕切板

【図１】 【図２】
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【図５】
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